
 - 1 - 

神戸市環境影響評価等に関する条例施行規則  

平 成 1 0 年 １ 月 ９ 日 

規 則 第 6 4 号 

改 正  平 成 1 1年 1 1月 1 2日 規 則 第 7 0号  

改 正  平 成 2 1年 ４ 月 1 3日 規 則 第 １ 号  

改 正  平 成 2 5年 ４ 月 １ 日 規 則 第 １ 号  

改 正  平 成 2 8年 ３ 月 3 1日 規 則 第 4 2号  

改 正  令 和 ２ 年 1 0月 3 0日 規 則 第 3 4号  

 

（ 趣 旨）  

第 １ 条  この 規則 は， 神 戸市 環境 影響 評価 等 に関 する 条例 （平 成 ９年 10月 条例 第

29号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す

る 。  

（ 用 語の 定義 ）  

第 ２ 条  この 規則 にお け る用 語の 意義 は， 条 例の 例に よる 。  

（ 対 象事 業）  

第 ３ 条  条例 第２ 条第 ２ 号の 規則 で定 める 事 業は ，別 表の 左欄 に 掲げ る事 業の 種

類 ご とに それ ぞれ 同表 の 中 欄 に掲 げる 要件 に 該当 する １の 事業 と する 。  

２  条例 第２ 条第 ２号 チ の規 則で 定め る事 業 の種 類は ，鉄 道事 業 法（ 昭和 61年 法

律 第 92号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 鉄 道 事 業 の 用 に 供 す る 鉄 道 及 び 同 条 第 ６

項 に 規 定 す る 専 用 鉄 道 並 び に 軌 道 法 （ 大 正 10年 法 律 第 76号 ） に よ る 軌 道 （ 以

下 「 鉄 道 等 」 と い う 。 ） の 改 良 並 び に 環 境 影 響 評 価 に 関 す る 条 例 （ 平 成 ９ 年

兵 庫 県 条 例 第 ６ 号 。 以 下 「 兵 庫 県 条 例 」 と い う 。 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号

に 規 定 す る 事 業 で あ っ て ， 条 例 第 ２ 条 第 ２ 号 ア か ら タ ま で に 掲 げ る も の の い

ず れ にも 該当 しな いも の とす る。  

３  条例 第２ 条第 ３号 の 規則 で定 める 事業 は ，別 表の 左欄 に掲 げ る事 業の 種類 ご

と に それ ぞれ 同表 の右 欄 に掲 げる 要件 に該 当 する １の 事業 とす る 。  

（ 市 長が 必要 と認 める 事 項）  

第 ３ 条 の ２  こ の 条 は ， 条 例 第 ８ 条 の ２ 第 ２ 項 第 ８ 号 ， 第 ８ 条 の ９ 第 １ 項 第 ６

号 ， 第 ９ 条 第 １ 項 第 ６ 号 及 び 第 14条 第 ９ 号 に 規 定 す る 市 長 が 必 要 と 認 め る 事

項 を 定め るも のと する 。  

２  この 条に おい て「 環 境配 慮事 項」 とは ， 次の 各号 に掲 げる 段 階に おけ る， そ

れ ぞ れ当 該各 号に 定め る 事項 をい う。  

(1) 条 例 第 ８ 条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 事 前 配 慮 書 を 作 成 す る 段 階  対 象 事

業 に 係る 計 画を 立 案す る に当 た り， 事 業者 が 環境 の 保全 の 観点 か ら事 前 に配

慮 す る事 項  

(2) 条 例 第 ８ 条 の ９ 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 判 定 願 を 提 出 す る 段 階  事 前 配 慮 に

係 る 手続 を 経た 後 であ っ て， か つ， 対 象事 業 に係 る 計画 の 内容 が おお む ね決

定 さ れた 時期 にお いて ， 事業 者が 環境 の保 全 の観 点か ら事 前に 配 慮す る事 項  

(3) 条 例 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 実 施 計 画 書 を 作 成 す る 段 階  対 象 事 業 の

内 容 がお お むね 特 定さ れ ，か つ ，環 境 影響 評 価に 基 づい て その 計 画を 変 更す

る こ とが 可能 な時 期に お いて ，事 業者 が環 境 の保 全の 観点 から 配 慮す る事 項  

(4) 条 例 第 14条 の 規 定 に 基 づ き 評 価 書 案 を 作 成 す る 段 階  条 例 第 13条 第 ２ 項 の

規 定 によ り 対象 事 業に 係 る環 境 影響 評 価を 行 った 後 に， 事 業者 が 環境 の 保全
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の 観 点か ら配 慮す る事 項  

３  前項 の環 境配 慮事 項 は， 事業 者が 条例 第 ８条 の２ 第２ 項第 ６ 号の 規定 に基 づ

き 事 前 配 慮 書 に 記 載 し て い る 環 境 の 保 全 の 観 点 か ら 重 点 的 に 配 慮 す る 事 項 を

基 本 と す る も の と す る 。 た だ し ， 前 項 第 ２ 号 か ら 第 ４ 号 ま で に 掲 げ る 段 階 に

お い て 当 該 基 本 と し て い た 事 項 に 事 業 者 が 変 更 を 加 え た 場 合 に あ っ て は ， 当

該 段 階 以 後 に お い て は ， 当 該 変 更 後 の 事 項 を 環 境 配 慮 事 項 と す る も の と す

る 。  

４  条例 第８ 条の ２第 ２ 項第 ８号 の市 長が 必 要と 認め る事 項は ， 次に 掲げ る事 項

と す る。  

(1) 次 に 掲 げ る 事 項 そ の 他 の 環 境 配 慮 事 項 を 実 施 す る 上 で 課 題 と な る お そ れ の

あ る 事項  

ア  条例 第８ 条 の２第 ２ 項第 ５号 の 規定に 基 づく 予測 の 結果及 び 検討 の結 果

が 実 際の もの と異 なる こ とと なる おそ れの 程 度  

イ  ある 項目 に 関し環 境 への 負荷 を 低減す る ため に環 境 配慮事 項 を実 施す る

場 合 にお いて ， その実 施 が別 の項 目 に関し 新 たに 環境 への 負荷 を 生じ させ

る こ との 有無 及び そ の 程 度  

(2) 対 象 事 業 の 計 画 案 の 実 施 に よ り 環 境 の 改 善 に 係 る 効 果 が 見 込 ま れ る 場 合 に

あ っ ては ，そ の見 込ま れ る環 境の 改善 に係 る 効果 の程 度  

(3) 対 象 事 業 が 第 ２ 類 事 業 で あ る 場 合 に あ っ て は ， そ の 対 象 事 業 に つ い て 条 例

第 ４ 章の 規定 によ る手 続 を行 う必 要が ある か どう かに 関す る事 業 者の 意見  

(4) 条 例 第 33条 の 規 定 に 基 づ き 条 例 第 ３ 章 第 １ 節 の 規 定 の 例 に よ り 事 前 配 慮 を

行 う 場合 に あっ て は， 対 象事 業 に係 る 環境 影 響評 価 の調 査 ，予 測 及び 評 価の

手 法  

(5) 事 前 配 慮 書 の 作 成 の 全 部 又 は 一 部 を 他 の 者 に 委 託 し て 行 っ た 場 合 に あ っ て

は ， その 者 の 氏 名 及び 住 所（ 法 人に あ って は その 名 称， 代 表者 の 氏名 及 び主

た る 事務 所の 所在 地）  

５  条例 第８ 条の ９第 １ 項第 ６号 の市 長が 必 要と 認め る事 項は ， 次に 掲げ る事 項

と す る。  

(1) 次 に 掲 げ る 事 項 そ の 他 の 環 境 配 慮 事 項 を 実 施 す る 上 で 課 題 と な る お そ れ の

あ る 事項  

ア  対象 事業 の 計画が 環 境に 及ぼ す 影響の 予 測の 結果 が 実際の も のと 異な る

こ と とな るお それ の程 度  

イ  ある 項目 に 関し環 境 への 負荷 を 低減す る ため に環 境 配慮事 項 を実 施す る

場 合 にお いて ， その実 施 が別 の項 目 に関し 新 たに 環境 への 負荷 を 生じ させ

る こ との 有無 及び その 程 度  

(2) 対 象 事 業 の 計 画 の 実 施 に よ り 環 境 の 改 善 に 係 る 効 果 が 見 込 ま れ る 場 合 に

あ っ ては ，そ の見 込ま れ る環 境の 改善 に係 る 効果 の程 度  

(3) 対 象 事 業 に つ い て 条 例 第 ４ 章 の 規 定 に よ る 手 続 を 行 う 必 要 が あ る か ど う か

に 関 する 事業 者の 意見  

(4) 事 後調 査に 係る 計画 の 概要  

(5) 判 定 願 の 作 成 の 全 部 又 は 一 部 を 他 の 者 に 委 託 し て 行 っ た 場 合 に あ っ て は ，

そ の 者の 氏 名及 び 住所 （ 法人 に あっ て はそ の 名称 ， 代表 者 の氏 名 及び 主 たる

事 務 所の 所在 地）  

６  条例 第９ 条第 １項 第 ６号 の市 長が 必要 と 認め る事 項は ，次 に 掲げ る事 項と す

る 。  

(1) 次 に 掲 げ る 事 項 そ の 他 の 環 境 配 慮 事 項 を 実 施 す る 上 で 課 題 と な る お そ れ の

あ る 事項  
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ア  対象 事業 の 計画が 環 境に 及ぼ す 影響の 予 測の 結果 が 実際の も のと 異な る

こ と とな るお それ の程 度  

イ  ある 項目 に 関し環 境 への 負荷 を 低減す る ため に環 境 配慮事 項 を実 施す る

場 合 にお いて ， その実 施 が別 の項 目 に関し 新 たに 環境 への 負荷 を 生じ させ

る こ との 有無 及び その 程 度  

(2) 対 象 事 業 の 計 画 の 実 施 に よ り 環 境 の 改 善 に 係 る 効 果 が 見 込 ま れ る 場 合 に

あ っ ては ，そ の見 込ま れ る環 境の 改善 に係 る 効果 の程 度  

(3) 実 施 計 画 書 の 作 成 の 全 部 又 は 一 部 を 他 の 者 に 委 託 し て 行 っ た 場 合 に あ っ て

は ， その 者 の氏 名 及び 住 所（ 法 人に あ って は その 名 称， 代 表者 の 氏名 及 び主

た る 事務 所の 所在 地）  

７  条例 第 14条第 ９号 の 市長 が必 要と 認め る 事項 は， 次に 掲げ る 事項 とす る。  

(1) 次 に 掲 げ る 事 項 そ の 他 の 環 境 配 慮 事 項 を 実 施 す る 上 で 課 題 と な る お そ れ の

あ る 事項  

ア  対象 事業 の 計画が 環 境に 及ぼ す 影響の 予 測の 結果 が 実際の も のと 異な っ

て い たか どう か， 及び 異 なっ てい た場 合に あ って はそ の程 度  

イ  ある 項目 に 関し環 境 への 負荷 を 低減す る ため に環 境 配慮事 項 を実 施し た

場 合 にお いて ， その実 施 が別 の項 目 に関し 新 たに 環境 への 負荷 を 生じ させ

て い たこ との 有無 及び そ の程 度  

(2) 対 象 事 業 の 計 画 の 実 施 に よ り 環 境 の 改 善 に 係 る 効 果 が 見 込 ま れ る 場 合 に

あ っ ては ，そ の見 込ま れ る環 境の 改善 に係 る 効果 の程 度  

(3) 条 例 第 14条 第 ６ 号 に 規 定 す る 環 境 影 響 評 価 の 結 果 が 次 に 掲 げ る も の に 適 合

し て いる かに つい ての 事 業者 の見 解  

ア  環境 基本 法 （平成 ５ 年法 律第 91号）第 ２ 章第 ３節 の 規定に 基 づく 環境 基

準  

イ  神戸 市民 の 環境を ま もる 条例 （ 平成６ 年 ３月 条例 第 52号） 第 ７条 第１ 項

に 規 定す る健 全で 快適 な 環境 の確 保に 関す る 基本 的な 計画  

ウ  ア及 びイ に 掲げる も のの ほか ， 環境保 全 に関 して 基 準とな る もの （法 令

で 定 めら れた も の又は 行 政指 導指 針 として 定 めら れた もの に限 る 。） のう

ち 市 長が 指定 する もの  

（ 意 見の 提出 等の 方法 ）  

第 ４ 条  条例 第８ 条の ５ 第１ 項， 第 11条第 １ 項若 しく は第 17条 第 １項 の規 定に よ

り 意 見 を 提 出 し よ う と す る 者 ， 条 例 第 18条 第 ２ 項 （ 条 例 第 36条 に お い て 準 用

す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 要 請 の 具 体 的 な 理 由 を 提 出 し よ う と す る 者

又 は 同 条 第 ４ 項 （ 条 例 第 36条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り

公 述 の 申 出 を し よ う と す る 者 は ， 口 頭 に よ る 方 法 以 外 の 書 面 に よ る 提 出 そ の

他 の 市 長 が 相 当 で あ る と 認 め る 方 法 に よ り 意 見 ， 要 請 の 具 体 的 な 理 由 又 は 公

述 の 内容 を市 長に 提出 し なけ れば なら ない 。  

（ 市 長意 見書 の作 成期 間 ）  

第 ５ 条  条例 第８ 条の ７ 第１ 項 の 規則 で定 め る期 間は ， 90日と す る。  

２  条例 第 12条第 １項 の 規則 で定 める 期間 は ， 90日と する 。  

３  条例 第 21条第 １項 の 規則 で定 める 期間 は ， 150日と する。  

（ 公 述人 の選 定等 ）  

第 ６ 条  市長 は， 条例 第 18条 第４ 項（ 条例 第 36条 にお いて 準用 す る場 合 含 む。 ）

の 規 定 に よ る 公 述 の 申 出 を 行 っ た 者 の 数 が 多 数 で あ る 場 合 に お い て ， 公 聴 会

の 運 営 上 必 要 が あ る と 認 め る と き は ， 当 該 公 述 の 申 出 を 行 っ た 者 の う ち か ら
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公 述 の 内 容 ご と に 公 聴 会 に お い て 公 述 を 行 う 者 （ 以 下 「 公 述 人 」 と い う 。 ）

を 抽 選に より 選定 する こ とが でき る。  

２  市長 は， 前項 の規 定 によ り選 定し たと き は， 当該 公述 の申 出 を行 った 者に 対

し ， その 結果 を通 知す る もの とす る。  

（ 公 述に 係る 時間 の決 定 等）  

第 ７ 条  市長 は， 公聴 会 の運 営上 必要 があ る と認 める とき は， あ らか じめ 公述 人

の 公 述に 係る 時間 を定 め るこ とが でき る。  

２  市長 は， 前項 の規 定 によ り公 述に 係る 時 間を 定め たと きは ， 当該 公述 人に 対

し ， あら かじ めそ の旨 を 通知 する もの とす る 。  

（ 公 聴会 の取 りや め等 ）  

第 ８ 条  市 長 は ， 条 例 第 18条 第 ３ 項 （ 条 例 第 36条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 規 定 に よ り 公 告 を 行 っ た 場 合 に お い て ， 同 条 第 ４ 項 （ 条 例 第 36条 に

お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 公 述 の 申 出 が な か っ た と き は ，

同 条 第 １ 項 （ 条 例 第 36条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に か か わ ら

ず ， 公聴 会を 開催 しな い 。  

２  市長 は， 前項 の 規 定 によ り公 聴会 を開 催 しな いと きは ，速 や かに その 旨を 公

告 す るも のと する 。  

（ 公 聴会 の運 営）  

第 ９ 条  公聴 会の 議長 は ，市 職員 のう ちか ら 市長 が指 名す る。  

２  議長 は， 公聴 会の 秩 序を 保持 し， 議事 を 整理 し， 公聴 会の 事 務を 統理 する 。  

３  議長 は， 公述 人が 議 題に 関係 のな い発 言 若し くは 不穏 当な 言 動を 行っ たと き

又 は 公 聴 会 の 運 営 に 支 障 を 及 ぼ す 行 為 を 行 っ た と き は ， こ れ ら を 制 止 し ， 又

は 当 該公 述人 に対 し， 退 場を 命ず るこ とが で きる 。  

４  議長 は， 公聴 会の 秩 序を 保持 する ため に 必要 があ ると 認め る とき は， 傍聴 人

の 入 場 を 制 限 し ， 又 は 秩 序 を 乱 し ， 若 し く は 不 穏 当 な 言 動 を 行 っ た 者 に 対

し ， 退場 を命 ずる こと が でき る。  

５  議長 は， 公聴 会が 騒 然と して 整理 する こ とが 困難 であ ると 認 める とき は， 公

聴 会 を中 止す るこ とが で きる 。  

６  第２ 項か ら前 項ま で に定 める もの のほ か ，議 長は ，公 聴会 の 運営 に関 し必 要

な 措 置を とる こと がで き る。  

（ 軽 微な 変更 ）  

第 10条  条例 第 31条の ２ 第２ 項の 規則 で定 め る軽 微な 変更 は， 条 例第 ８条 の２ 第

２ 項 第１ 号及 び第 ２号 に 掲げ る事 項に 係る 変 更と する 。  

（ 都 市計 画に 定め られ る 対象 事業 に関 する 手 続）  

第 11条  条例 第 32条の 規 則で 定め る手 続は ， 次に 定め ると ころ に よる 。  

(1) 条 例 第 ３ 章 ， 第 ４ 章 ， 第 ５ 章 ， 第 ６ 章 ， 第 34条 第 １ 項 及 び 第 37条 か ら 第 42

条 ま での 規定 を適 用す る 。  

(2) 前 号 に 掲 げ る 条 例 第 ３ 章 及 び 第 ４ 章 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に お い て は ， 条

例 第 32条 に 規定 す る対 象 事業 （ 以下 「 都市 計 画対 象 事業 」 とい う 。） に 係る

都 市 計画 を 定め る 者（ 以 下「 都 市計 画 決定 権 者」 と いう 。 ）は ， 事業 者 に代

わ っ てこ れ らの 章 の手 続 を行 う こと が でき る 。こ の 場合 に おい て は， 事 業者

は ， 都市 計 画決 定 権者 が 行う 同 章の 手 続が 円 滑に 行 われ る よう に 当該 都 市計

画 決 定権 者に 協力 しな け れば なら ない 。  

(3) 都 市 計 画 決 定 権 者 は ， 前 号 の 規 定 に よ り 都 市 計 画 決 定 権 者 が 条 例 第 ４ 章 の
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手 続 を行 う こと と した と きは ， 次に 掲 げる 場 合の 区 分に 応 じそ れ ぞれ 次 に定

め る 時ま で に様 式 第１ 号 によ る 環境 影 響評 価 実施 通 知書 に より 市 長に 通 知を

行 わ なけ れば なら ない 。  

ア  条例 第４ 章 の全て の 手続 を行 う ことと し た場 合  条 例第 10条 第１ 項の 規

定 に より 当該 都 市計画 対 象事 業に 係 る実施 計 画書 及び 要約 書の 提 出が なさ

れ る 時  

イ  条例 第４ 章 第２節 か ら同 章 第 ５ 節まで の 手続 を行 う ことと し た場 合（ ア

に 掲 げる 場合 を 除く。 ）  条 例第 15条第１ 項 の規 定に より 当該 都 市計 画対

象 事 業に 係る 評価 書案 及 び要 約書 の提 出が な され る時  

(4) 市 長 は ， 前 号 の 通 知 を 受 け た と き は ， 当 該 通 知 書 の 写 し を 事 業 者 に 送 付 す

る と とも に ，次 に 掲げ る 場合 の 区分 に 応じ そ れぞ れ 次に 定 める 書 類を 都 市計

画 決 定権 者に 送付 す る も のと する 。  

ア  前号 アに 掲げ る場 合  次 に掲 げる 書類  

(ｱ) 当 該 都 市 計 画 対 象 事 業 に 係 る 条 例 第 ８ 条 の ２ 第 ２ 項 の 事 前 配 慮 書 の 写

し  

(ｲ) 当 該 都 市 計 画 対 象 事 業 に つ い て 条 例 第 ８ 条 の ５ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 意

見 の 提出 があ った 場合 に あっ ては ，当 該意 見 の写 し  

(ｳ) 当 該 都 市 計 画 対 象 事 業 に つ い て 条 例 第 ８ 条 の ７ 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 公

告 が な さ れ た 場 合 に あ っ て は ， 当 該 公 告 に 関 係 す る 同 条 第 １ 項 の 事 前 配

慮 に 係る 市長 意見 書の 写 し  

イ  前号 イに 掲げ る場 合  次 に掲 げる 書類  

(ｱ) ア (ｱ)か ら (ｳ)ま で に掲 げる 書 類  

(ｲ) 当 該都 市計 画 対 象事 業 に係 る条 例第 ９条 第 １項 の実 施計 画書 の 写し  

(ｳ) 当 該 都 市 計 画 対 象 事 業 に つ い て 条 例 第 11条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 意 見 の

提 出 があ った 場合 にあ っ ては ，当 該意 見の 写 し  

(ｴ) 当 該 都 市 計 画 対 象 事 業 に つ い て 条 例 第 12条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 条

例 第 ８ 条 の ７ 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 公 告 が な さ れ た 場 合 に あ っ て は ， 当 該

公 告 に関 係す る条 例第 12条第 １項 の実 施計 画 書に 係る 市長 意見 書 の写 し  

(5) 都 市 計 画 決 定 権 者 は ， 第 ２ 号 の 規 定 に よ り 事 業 者 に 代 わ っ て 条 例 第 ３ 章 及

び 第 ４章 の 手続 を 行う こ とと し た場 合 にお い て， 当 該手 続 が終 了 した と きは ，

そ の 結果 を適 切に 事業 者 に引 き継 がな けれ ば なら ない 。  

( 6 )  第 ２ 号 か ら 前 号 ま で に 掲 げ る も の の ほ か ， 市 長 は ， 手 続 を 円 滑 に 行 う 上

で 必 要 な 事 項 に 関 し て ， 事 業 者 及 び 都 市 計 画 決 定 権 者 と 調 整 す る も の と す る 。  

（ 港 湾計 画に 係る 要件 ）  

第 12条  条 例 第 33条 の 規 則 で 定 め る 要 件 は ， そ の 区 域 の 面 積 が 100ヘ ク タ ー ル 以

上 で ある 新た な公 有水 面 の埋 立て を伴 うこ と とす る。  

（ 法 の規 定に 基づ き意 見 を申 述す る場 合の 読 替え ）  

第 13条  条例 第 36条の 規 定に よる 技術 的読 替 えは 、次 のと おり と する 。  

読 み 替 え る 条

例 の 規定  

読 み 替え られ る字 句  読 み 替え る字 句  

第 ８ 条 の ７ 見

出 し  

事 前 配慮 に係 る  配 慮 書に つい ての  

第 ８ 条 の ７ 第

１ 項  

第 ８ 条 の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ

る 事 前 配 慮 書 の 提 出 が あ っ た

日 か ら規 則で 定め る期 間  

法 第 ３ 条 の ７ 第 １ 項 の 規 定 に

よ り 定 め る 主 務 省 令 に お い て

定 め る期 間  
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 内 に ， 第 ８ 条 の ５ 第 １ 項 の 意

見 に 配意 し，  

内 に ，  

 事 前 配慮 書に つい て  法 第 ３ 条 の ３ 第 １ 項 に 規 定 す

る 配 慮 書 （ 以 下 「 配 慮 書 」 と

い う 。） につ いて  

 事 前 配慮 に係 る  配 慮 書に つい ての  

第 ８ 条 の ７ 第

２ 項  

前 項  第 36条 第 １ 項 に お い て 準 用 す

る 前 項  

 事 前 配慮 に係 る  配 慮 書に つい ての  

第 ８ 条 の ７ 第

３ 項  

第 １ 項  第 36条 第 １ 項 に お い て 準 用 す

る 第 １項  

事 前 配慮 に係 る  配 慮 書に つい ての  

第 ８ 条 の ７ 第

４ 項  

第 １ 項  第 36条 第 １ 項 に お い て 準 用 す

る 第 １項  

事 前 配慮 に係 る  配 慮 書に つい ての  

第 ８ 条 の ７ 第

５ 項  

第 １ 項  第 36条 第 １ 項 に お い て 準 用 す

る 第 １項  

事 前 配慮 に係 る  配 慮 書に つい ての  

第 12条見 出し  実 施 計画 書に 係る  方 法 書に つい ての  

第 12条第 １項  第 10条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 実

施 計 画 書 の 提 出 が あ っ た 日 か

ら 規 則で 定め る期 間  

法 第 10条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り

指 定 さ れ た 期 間 又 は 同 条 第 ４

項 に 規 定 す る 同 条 第 １ 項 の 政

令 で 定め る期 間  

第 11条第 １項 の意 見  法 第 ９ 条 の 書 類 に 記 載 さ れ た

意 見 の概 要  

実 施 計画 書に つい て  法 第 ５ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 方

法 書 (以 下 ｢方 法 書 ｣と い う ｡）

に つ いて  

実 施 計画 書に 係る  方 法 書に つい ての  

第 12条第 ２項  前 項  第 36条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す

る 前 項  

実 施 計画 書に 係る  方 法 書に つい ての  

 事 前 配慮  事 前 配慮 に係 る  

 第 12条１ 項の 実施 計画 書  方 法 書に つい ての  

第 18条第 １項  関 係 地域 の住 民か ら  法 第 15条 に 規 定 す る 関 係 地 域

（ 以 下 「 関 係 地 域 」 と い

う 。 ）の 住 民 から  

評 価 書案  法 第 14条 第 １ 項 に 規 定 す る 準

備 書 ( 以 下 「 準 備 書 」 と い

う ｡）  

第 18条第 ２項  前 項  第 36条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す

る 前 項  

第 15条第 ２項 の縦 覧期 間  法 第 18条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ

き 準 備 書 に つ い て の 意 見 書 を

提 出 する こと がで きる 期 間  

第 18条第 ３項  第 １ 項  第 36条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す

る 第 １項  



 - 7 - 

対 象 事業  法 対 象 事 業 （ 都 市 計 画 対 象 事

業 （ 法 第 40条 第 ２ 項 の 規 定 に

よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 法 第

５ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 都 市 計

画 対 象 事 業 を い う 。 ） 及 び 対

象 港 湾 計 画 （ 法 第 48条 第 ２ 項

に お い て 準 用 す る 法 第 11条 第

１ 項 に 規 定 す る 対 象 港 湾 計 画

を い う 。 ） に 定 め ら れ る 港 湾

開 発 等 （ 法 第 48条 第 ２ 項 に お

い て 準 用 す る 法 第 11条 第 １ 項

に 規 定 す る 港 湾 開 発 等 を い

う 。 ）を 含む 。）  

第 18条第 ４項  前 項  第 36条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す

る 前 項  

第 18条第 ５項  前 各 項  第 36条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す

る 前 各項  

第 19条第 ２項  前 項  第 36条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す

る 前 項  

第 21条見 出し  評 価 書案 に係 る  準 備 書に つい ての  

第 21条第 １項  第 15条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 評

価 書 案 の 提 出 が あ っ た 日 か ら

規 則 で定 める 期間  

法 第 20条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り

指 定 さ れ た 期 間 又 は 同 条 第 ４

項 に 規 定 す る 同 条 第 １ 項 の 政

令 で 定め る期 間  

第 17条 第 １ 項 の 意 見 及 び 第 19

条 第 １項  

法 第 19条 の 書 類 に 記 載 さ れ た

意 見 の 概 要 及 び 当 該 意 見 に つ

い て の 事 業 者 の 見 解 並 び に 第

36条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る

第 19条第 １項  

評 価 書案 につ いて  準 備 書に つい て  

評 価 書案 に係 る  準 備 書に つい ての  

第 21条第 ２項  前 項  第 36条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す

る 前 項  

 評 価 書案 に係 る  準 備 書に つい ての  

第 21条第 ３項  前 項  第 36条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す

る 前 項  

評 価 書案 に係 る  準 備 書に つい ての  

第 21条第 ４項  ， 第 １項  ， 第 36条 第 ３ 項 に お い て 準 用

す る 第１ 項  

 評 価 書案 に係 る  準 備 書に つい ての  

 事 前 配慮  事 前 配慮 に係 る  

 第 21条第 １項 の評 価書 案  準 備 書に つい ての  

（ 行 政機 関の 長 と の調 整 ）  

第 14条  条例 第４ ０条 の 規定 によ る調 整は ， 条例 第８ 条の ３第 １ 項の 規定 によ り

事 前 配 慮 書 の 提 出 が あ っ た 後 ， 速 や か に 関 係 す る 行 政 機 関 の 長 と 協 議 す る こ

と に より 行う もの とす る 。  

（ 身 分を 示す 証明 書）  
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第 15条  条例 第 40条の ２ 第２ 項に 規定 する 身 分を 示す 証明 書は ， 様式 第２ 号に よ

る も のと する 。  

（ 施 行細 目の 委任 ）  

第 16条  この 規則 の施 行 に関 し必 要な 事項 は ，主 管局 長が 定め る 。  

 

附  則  

こ の 規則 は， 平成 10年 １ 月 12日か ら施 行す る 。  

 

附   則（平成 11年 11月 12日規則第 70号 ）  

こ の 規則 は， 公布 の日 か ら施 行す る。  

 

附  則（平成 21年４月 13日規則第１号 ）  

こ の 規則 は， 公布 の日 か ら施 行す る。  

 

附  則（平成 25年４月１日規則第１号）  

こ の 規 則 は ， 神 戸 市 環 境 影 響 評 価 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平

成 25年４ 月条 例第 １号 。 以下 「一 部改 正条 例 」と いう 。） 第２ 条 の規 定の 施行 の

日 か ら施 行す る。 ただ し ，第 11条 第３ 号の 改 正 規 定（ 「様 式」 を 「様 式第 １号 」

に 改 め る 部 分 に 限 る 。 ） ， 様 式 の 改 正 規 定 （ 「 神 戸 市 長  様 」 を 「 神 戸 市 長  

宛 」 に改 める 部分 に限 る 。） ，様 式を 様式 第 １号 とす る改 正規 定 及び 様式 第１ 号

の 次 に１ 様式 を加 える 改 正規 定は ，一 部改 正 条例 第１ 条の 規定 の 施行 の日 から 施

行 す る。  

 

附  則（平成 28年３月 31日規則第 42号）  

こ の 規則 は， 平 成 28年 ４ 月１ 日 か ら施 行す る 。  

 

附  則（令和２年 10月 30日規則第 34号）  

 （ 施行 期日 ）  

１  この 規則 は， 令和 ２ 年 11月１ 日か ら施 行 する 。  

 

 （ 経過 措置 ）  

２  改正 後の 神戸 市環 境 影響 評価 等に 関 す る 条例 施行 規則 別表 (16)の 項に 規定 す

る 特 定 事 業 に は ， 神 戸 市 土 砂 の 埋 立 て 等 に よ る 不 適 切 な 処 理 の 防 止 に 関 す る

条 例 （令 和２ 年６ 月条 例 第 10 号） 附則第 ３ 項の 規定 によ り同 条 例第 ８条 の許

可 を 受 け た も の と み な さ れ る 者 （ こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 産 業 廃 棄 物 等 の 不

適 正 な処 理の 防止 に関 す る条 例（ 平 成 15 年 兵 庫県 条例 第 23 号 。 以下 この 項

及 び 次項 にお いて 「兵 庫 県条 例」 とい う。 ） 第 24 条 及び第 26 条の 規 定に 基

づ き 既 に 許 可 の 申 請 を 行 っ て い る 者 で あ っ て ， 当 該 許 可 を 受 け る 前 の も の を

含 む 。） に係 る兵 庫県 条 例 第 23 条 の許可 に 係る 兵庫 県条 例第 ２ 条第 ５項 に規

定 す る特 定事 業を 含む も のと する 。  
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別表（第３条関係） 

事業の種類 第１類事業の要件 第２類事業の要件 

(1) 条 例 第

２条第２

号アに掲

げる道路

の建設 

道路交通法 (昭和 35年法律第 105号 )

第２条第１項第１号に規定する道

路 (以下「道路」という。 )の新設

又は改築 (車線 (道路構造令 (昭和 45

年政令第 320号 )第２条第７号に規

定する登坂車線，同条第８号に規

定する屈折車線及び同条第９号に

規定する変速車線を除く。以下同

じ。 )の数の増加に伴う道路に係る

ものに限る。 )であって，次のいず

れかに該当するもの 

ア  高速自動車国道法（昭和 32年

法律第 79号）第４条第１項に規

定 す る 高 速 自 動 車 国 道 （ 以 下

「高速自動車国道」という。）

の新設又は改築 

イ  道路法（昭和 27年法律第 180

号）第 48条の２第１項又は第２

項の規定により道路管理者（道

路法第 18条第１項に規定する道

路管理者をいう。以下同じ。）

が指定しようとし，又は指定し

た 道 路 （ 以 下 「 自 動 車 専 用 道

路」という。）の新設（車線の

数が２以上である道路を設ける

ものに限る。）又は改築 

ウ  道路整備特別措置法 (昭和 31年

法律第７号 )第３条第１項，第 10

条第１項又は第 18条第１項の規

定により同法第２条第４項に規

定する会社，地方道路公社又は

道路管理者が設ける道路 (高速自

動車国道及び自動車専用道路を

除く。 )の新設 (車線の数が２以

上である道路を設けるものに限

る。)又は改築 

エ  道路運送法 (昭和 26年法律第

183号 )第２条第８項に規定する

自動車道の新設 (車線の数が２以

上である道路を設けるものに限

る。)又は改築 

オ  アからエまでに規定する道路

以外の道路の新設（車線の数が

４以上であり，かつ，長さが３

キロメートル以上である道路を

 



 - 10 - 

設けるものに限る。）又は改築

（改築後の車線の数が４以上で

あり，かつ，改築に係る部分の

長さが３キロメートル以上であ

る道路に係るものに限る。） 

カ  自然公園法 (昭和 32年法律第

161号 )第 20条第１項に規定する

特別地域又は緑地の保全，育成

及び市民利用に関する条例 (平成

３年４月条例第２号。以下「緑

地条例」という。 )第４条第２項

に規定する緑地の保存の区域に

おける道路の新設 (車線の数が２

以上であり，かつ，長さが２キ

ロメートル以上である道路を設

けるものに限る。 )又は改築 (改

築 に 係 る 部 分 の 長 さ が ２ キ ロ

メートル以上である道路に係る

ものに限る。) 

(2) 条 例 第

２条第２

号イに掲

げる鉄道

及び軌道

の建設 

鉄 道 等 の 新 設 又 は 本 線 路 の 増 設

（鉄道事業法施行規則（昭和 62年

運輸省令第６号）第９条第２号に

規定する停車場並びに同条第３号

に規定する車庫及び車両検査修繕

施設の敷地内において行われる線

路に係るものを除く。） 

 

(3) 条 例 第

２条第２

号ウに掲

げる防波

堤の建設 

防波堤の新設（既設の防波堤の内

側における防波堤の新設及び条例

第２条第２号に規定する法対象事

業（環境影響評価法（平成９年法

律第 81号）第２条第２項第１号ト

に規定する事業の種類に該当する

ものに限る。）に伴って実施され

る防波堤の新設を除く。）であっ

て，その延長が１キロメートル以

上であるもの 

 

   
(4) 条 例 第

２条第２

号エに掲

げる工場

又は事業

場の建設 

製造業に係る工場（以下単に「工

場」という。），ガスの供給のた

めに施設するガス発生設備若しく

はガス精製設備及びこれらの附属

設備であって，ガス事業法（昭和

29年法律第 51号）第２条第 10項に

規定するガス事業の用に供するも

の （ 以 下 「 ガ ス 工 作 物 」 と い

う。）又は熱供給事業法（昭和 47

年法律第 88号）第２条第２項に規

定する熱供給事業の用に供するボ

イ ラ ー 若 し く は 冷 凍 設 備 で あ っ

工場，ガス工作物又は熱供給施設

の新設又は増設であって，次のい

ずれかに該当するもの 

ア  新設にあっては，工場，ガス

工作物又は熱供給施設の敷地の

面積のうち自然の改変を伴う部

分の面積が５ヘクタール以上で

あるもの 

イ  新設にあっては，その後の工

場，ガス工作物又は熱供給施設

か ら の 排 出 ガ ス 量 が ４ 万 立 方

メートル以上であるもの（排出
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て，当該熱供給事業を営む者の管

理に属するもの（一定の地域を対

象として，熱発生所から冷水，蒸

気，温水等の熱媒を配管を通して

地域内の建築物に供給し，冷房，

暖房，給湯等を行うものを除く。

以下「熱供給施設」という。）の

新設又は増設であって，次のいず

れかに該当するもの 

ア  新設にあっては，工場，ガス

工作物又は熱供給施設の敷地の

面積が 10ヘクタール以上である

もの 

イ  新設にあっては，その後の工

場，ガス工作物又は熱供給施設

からの排出ガス量（大気中に排

出される気体の１時間当たりの

量を温度が０度で圧力が１気圧

の状態に換算したものの最大値

をいう。以下同じ。）が４万立

方メートル以上であるもの（こ

の項右欄イ又はウに該当するも

のを除く。） 

ウ  新設にあっては，その後の工

場，ガス工作物又は熱供給施設

か ら の 排 出 水 量 （ 公 共 用 水 域

（水質汚濁防止法（昭和 45年法

律第 138号）第２条第１項に規定

する公共用水域をいう。以下同

じ。）への１日当たりの平均的

な 排 出 水 の 量 を い う 。 以 下 同

じ。 )が１万立方メートル（もっ

ぱら冷却，減圧等の用途に供す

ることにより公共用水域への水

質汚濁負荷量が増加しないと認

められる排出水（以下「冷却等

排 出 水 」 と い う 。 ） に あ っ て

は， 30万立方メートル）以上で

あるもの（この項右欄ウに該当

するものを除く。） 

エ  増設にあっては，敷地の面積

が 10ヘクタール以上，排出ガス

量が４万立方メートル以上又は

排 出 水 量 が １ 万 立 方 メ ー ト ル

（冷却等排出水にあっては， 30

万立方メートル）以上の増加を

することとなるもの（この項右

欄オに該当するものを除く。） 

される気体が都市ガス，天然ガ

スその他の環境に及ぼす影響が

少ないものとして市長が指定す

る燃料（以下「良質燃料」とい

う。）の使用のみによって発生

す る と 認 め ら れ る も の に 限

る。） 

ウ  新設にあっては，同一敷地内

に設置された同種の施設の廃止

及び撤去に伴い設置されるもの

であって，当該更新によって排

出 ガ ス 量 及 び 排 出 水 量 が 減 少

し，かつ，排出ガス及び排出水

に含まれる汚染物質の量の低減

が図られるもの 

エ  増 設 に あ っ て は ， 増 設 に よ

り，敷地の面積のうち自然の改

変 を 伴 う 部 分 の 面 積 が ５ ヘ ク

タール以上増加するもの 

オ  増 設 に あ っ て は ， 増 設 に よ

り，排出ガス量が４万立方メー

トル以上の増加をすることとな

るもの（増加して排出される気

体が良質燃料の使用のみによっ

て発生すると認められるものに

限る。） 
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(5) 条 例 第

２条第２

号オに掲

げる発電

所の建設 

電気事業法（昭和 39年法律第 170

号）第２条第１項第 14号に規定す

る発電事業の用に供する発電所の

新設等（発電所の新設又は発電設

備の新設を伴う発電所の変更の工

事をいう。以下この項において同

じ。）であって，次のいずれかに

該当するもの 

ア  発電所の新設等（火力発電所

に 係 る も の に 限 る 。 ） で あ っ

て，新設する発電設備の出力が

２万キロワット以上のもの（こ

の項右欄アに該当するものを除

く） 

イ  発電所の新設等（火力発電所

に 係 る も の に 限 る 。 ） で あ っ

て，当該新設等に係る敷地の面

積が 10ヘクタール以上であるも

の 

ウ  発電所の新設等（太陽光発電

所に係るものに限る。）であっ

て，当該新設等に係る敷地の面

積のうち自然の改変を伴う部分

の面積が 20ヘクタール以上であ

るもの又は敷地のうち緑地条例

第４条第３項に規定する緑地の

保全区域又は同条第４項に規定

する緑地の育成区域 (以下「緑地

の保全区域等」という。 )の部分

の面積が５ヘクタール以上であ

るもの 

 

電気事業法第２条第１項第 14号に

規定する発電事業の用に供する発

電所の新設等であって，次のいず

れかに該当するもの 

ア  発電所の新設等（火力発電所

に 係 る も の に 限 る 。 ） で あ っ

て，新設する発電設備の出力が

２万キロワット以上のもの（発

電のための燃料として良質燃料

のみを使用するものに限る。） 

イ  同一敷地内に設置された既存

の発電所又は発電設備の廃止及

び撤去に伴い新設される出力２

万キロワット以上の発電所の新

設等（火力発電所に係るものに

限る。）であって，当該発電所

又は発電設備の更新によって排

出ガス量及び汚染物質の排出量

の低減が図られるもの 

ウ  発電所の新設等（火力発電所

に 係 る も の に 限 る 。 ） で あ っ

て，当該新設等に係る敷地の面

積のうち自然の改変を伴う部分

の面積が５ヘクタール以上であ

るもの 

エ  発電所の新設等（太陽光発電

所に係るものに限る。）であっ

て，当該新設等に係る敷地の面

積のうち自然の改変を伴う部分

の面積が５ヘクタール以上であ

るもの又は緑地の保全区域等の

部分の面積が 2.5ヘクタール以上

であるもの 

(6) 条 例 第

２条第２

号カに掲

げる工業

団地の造

成 

工業団地（工場立地法（昭和 34年

法律第 24号）第４条第１項第３号

イに規定する工業団地又は近畿圏

の近郊整備区域及び都市開発区域

の整備及び開発に関する法律 (昭和

39年法律第 145号 )第２条第４項に

規定する工業団地造成事業により

整備される工業団地をいう。以下

同じ。）の造成であって，当該造

成に係る土地の面積が 10ヘクター

ル以上であるもの又は当該工業団

地に建設が予定されている工場若

しくは事業場からの排出ガス量が

４万立方メートル以上（この項右

欄イに該当するものを除く。）若

工業団地の造成であって，次のい

ずれかに該当するもの 

ア  造成に係る土地の面積のうち

自然の改変を伴う部分の面積が

５ヘクタール以上であるもの 

イ  当該工業団地に建設が予定さ

れている工場又は事業場からの

排出ガス量が４万立方メートル

以上であるもの（排出される気

体が良質燃料の使用のみによっ

て発生すると認められるものに

限る。） 
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しくは排出水量が１万立方メート

ル（冷却等排出水にあっては， 30

万立方メートル）以上であるもの 

(7) 条 例 第

２条第２

号キに掲

げる流通

業務団地

の造成 

流通業務市街地の整備に関する法

律 (昭和 41年法律第 110号 )第２条第

２項に規定する流通業務団地造成

事 業 （ 施 行 区 域 の 面 積 が 10ヘ ク

タール以上であるものに限る。） 

流通業務市街地の整備に関する法

律第２条第２項に規定する流通業

務団地造成事業（施行区域の面積

のうち自然の改変を伴う部分の面

積が５ヘクタール以上であるもの

に限る。） 

(8) 条 例 第

２条第２

号クに掲

げる宅地

の造成 

次に掲げる宅地の造成（ (4)の項か

ら前項まで， (1 0)の項， (11 )の項， (13)

の項， (15 )の項及び (18)の項のそれぞ

れ中欄に掲げる要件に該当するも

のを除く。) 

ア  宅地造成等規制法（昭和 36年

法律第 191号 )第２条第２号に規

定する宅地造成（当該宅地造成

に係る土地の面積が 20ヘクター

ル以上であるものに限る。） 

イ  宅地の造成に係る土地の区域

(当該区域内に存在する緑地 (都

市緑地法 (昭和 48年法律第 72号 )

第３条第１項に規定する緑地を

いう。以下同じ。 )のうち土地の

形質の変更又は木竹の伐採がな

されない区域を除く。 )であっ

て，緑地の保全区域等の部分の

面積が５ヘクタール以上である

ものに係る宅地の造成 

次に掲げる宅地の造成（ (4)の項か

ら前項まで， (1 0)の項， (11 )の項， (13)

の項， (15 )の項及び (18)の項のそれぞ

れ右欄に掲げる要件に該当するも

のを除く。) 

ア  宅地造成等規制法第２条第２

号に規定する宅地造成（当該宅

地造成に係る土地の面積のうち

自然の改変を伴う部分の面積が

５ヘクタール以上であるものに

限る。） 

イ  宅地の造成に係る土地の区域

であって，緑地の保全区域等の

部分の面積が 2.5ヘクタール以上

であるものに係る宅地の造成 

(9) 条 例 第

２条第２

号ケに掲

げる公有

水面の埋

立て 

公有水面埋立法（大正 10年法律第

57号）第１条第１項に規定する埋

立てであって次のいずれかに該当

するもの 

ア  当該埋立てに係る区域の面積

が20ヘクタール以上であるもの  

イ  神戸港に係る港湾法（昭和 25

年法律第 218号）第２条第３項に

規定する港湾区域（以下「神戸

港港湾区域」という。）のうち

須磨港西防波堤及びその延長線

以西の区域での埋立て並びに神

戸 港 港 湾 区 域 外 で の 埋 立 て で

あって，当該埋立てに係る区域

の面積の合計が 15ヘクタール以

上であるもの 

公有水面埋立法第１条第１項に規

定する埋立てであって次のいずれ

かに該当するもの 

ア  当該埋立てに係る区域の面積

が10ヘクタール以上であるもの  

イ  神戸港港湾区域のうち須磨港

西防波堤及びその延長線以西の

区域での埋立て並びに神戸港港

湾区域外での埋立てであって，

当該埋立てに係る区域の面積の

合計が５ヘクタール以上である

もの 

ウ  生物多様性の保全に配慮した

護岸構造を有する水域として市

長が指定する区域での埋立てで

あって，当該埋立てに係る区域

の面積が５ヘクタール以上であ

るもの 

(10) 条 例 第 次のいずれかに該当するもの 次のいずれかに該当するもの 
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２条第２

号コに掲

げるレク

リ エ ー

ション施

設の建設 

ア  都市計画法（昭和 43年法律第

100号）第４条第 11項に規定する

第二種特定工作物（以下「第二

種特定工作物」という。）の新

設（同条第 13項に規定する開発

区域であって，当該開発区域内

に存在する緑地のうち土地の形

質の変更又は木竹の伐採がなさ

れない区域以外のもの（以下こ

の項において「開発区域」とい

う。）の面積が 20ヘクタール以

上であるものに限る。） 

イ  都市公園法（昭和 31年法律第

79号）第２条第１項に規定する

都市公園（以下「都市公園」と

いう。）の新設（敷地（その敷

地内に存在する緑地のうち土地

の形質の変更又は木竹の伐採が

なされない区域以外のものをい

う。以下同じ。）の面積が 20ヘ

ク タ ー ル 以 上 で あ る も の に 限

る。） 

ウ  ア及びイに規定するものを除

くほか，第二種特定工作物又は

都市公園の新設（開発区域又は

敷地のうち緑地の保全区域等の

部分の面積が５ヘクタール以上

であるものに限る。） 

ア  第二種特定工作物の新設（自

然の改変を伴う部分の面積が５

ヘクタール以上であるものに限

る。） 

イ  都市公園の新設（敷地の面積

のうち自然の改変を伴う部分の

面積が５ヘクタール以上である

ものに限る。） 

ウ  ア及びイに規定するものを除

くほか，第二種特定工作物又は

都市公園の新設（開発区域又は

敷地のうち緑地の保全区域等の

部分の面積が 2.5ヘクタール以上

であるものに限る。） 

   
(11) 条 例 第

２条第２

号サに掲

げる一般

廃棄物処

理施設及

び産業廃

棄物処理

施設の建

設 

次のいずれかに該当するもの 

ア  廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律（昭和 45年法律第 137号。

以 下 「 廃 棄 物 処 理 法 」 と い

う。）第８条第１項に規定する

一般廃棄物の最終処分場及び廃

棄物処理法第 15条第１項に規定

する産業廃棄物の最終処分場の

新設又は増設であって，当該新

設又は増設に係る区域の面積が

10ヘクタール以上であるもの又

は当該区域のうち緑地の保全区

域等の部分の面積が５ヘクター

ル以上であるもの（この項右欄

に掲げる要件に該当するものを

除く。） 

イ  焼却により処理を行う廃棄物

処理施設（廃棄物処理法第８条

第１項に規定する一般廃棄物処

理施設及び廃棄物処理法第 15条

次のいずれかに該当するもの 

ア  廃棄物処理法第８条第１項に

規定する一般廃棄物の最終処分

場及び廃棄物処理法第 15条第１

項に規定する産業廃棄物の最終

処 分 場 の 新 設 又 は 増 設 で あ っ

て，当該新設又は増設に係る区

域の面積のうち自然の改変を伴

う部分の面積が５ヘクタール以

上であるもの又は当該区域のう

ち緑地の保全区域等の部分の面

積が 2.5ヘクタール以上であるも

の 

イ  焼却により処理を行う廃棄物

処理施設の新設又は増設であっ

て，当該新設又は増設に係る区

域の面積のうち自然の改変を伴

う部分の面積が５ヘクタール以

上であるもの 

ウ  焼却により処理を行う廃棄物
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第１項に規定する産業廃棄物処

理施設をいう。以下同じ。）の

新設若しくは増設（当該新設又

は増設に係る区域の面積が 10ヘ

クタール以上であるもの，処理

能力が１日当たり 200トン以上で

あるもの又は廃棄物焼却処理施

設からの排出ガス量が４万立方

メ ー ト ル 以 上 で あ る も の に 限

る。）又は廃棄物を処理するた

めの設備（焼却により処理を行

うものに限る。）の新設を伴う

廃 棄 物 処 理 施 設 の 変 更 の 工 事

（当該工事に係る区域の面積が

10ヘクタール以上であるもの，

当該工事によって増加する処理

能力が１日当たり 200トン以上で

あるもの又は廃棄物焼却処理施

設からの排出ガス量が４万立方

メ ー ト ル 以 上 で あ る も の に 限

る。）（この項右欄ウに該当す

るものを除く。） 

ウ  産業廃棄物の処理に係る特定

施設の整備の促進に関する法律

（平成４年法律第 62号）第２条

第２項に規定する特定施設の新

設又は増設であって，当該新設

又は増設に係る区域の面積が 10

ヘクタール以上であるもの 

処理施設の新設（同一敷地内に

設置された既存の同種の施設の

廃止及び撤去に伴い新設される

処理能力が１日当たり 200トン以

上であるもの又は廃棄物焼却処

理施設からの排出ガス量が４万

立方メートル以上であるもので

あって，当該更新によって排出

ガス量及び汚染物質の排出量の

低減が図られるものに限る。） 

エ  産業廃棄物の処理に係る特定

施設の整備の促進に関する法律

第２条第２項に規定する特定施

設の新設又は増設であって，当

該新設又は増設に係る区域の面

積のうち自然の改変を伴う部分

の面積が５ヘクタール以上であ

るもの 

   
(12) 条 例 第

２条第２

号シに掲

げる終末

処理場の

建設 

下水道法（昭和 33年法律第 79号）

第２条第６号に規定する終末処理

場の新設（この項右欄に掲げる要

件に該当するものを除く。）又は

増設（新たに処理する計画に係る

人口の増加が 10万人以上であるも

のに限る。） 

下水道法第２条第６号に規定する

終末処理場の新設（同一敷地内に

設置された既存の同種の施設の廃

止及び撤去に伴い設置されるもの

であって，当該更新によって排水

量及び汚染物質の排出量の低減が

図られるものに限る。） 

(13) 条 例 第

２条第２

号スに掲

げる土石

の採取 

土石の採取（土石の採取を行う場

所（以下「採取場」という。）に

係 る 土 地 の 区 域 の 面 積 が 20ヘ ク

タール以上であるもの又は採取場

に係る土地の区域のうち緑地の保

全 区 域 等 の 部 分 の 面 積 が ５ ヘ ク

タール以上であるものに限る。） 

土石の採取（採取場に係る土地の

区域の面積のうち自然の改変を伴

う部分の面積が５ヘクタール以上

であるもの又は採取場に係る土地

の区域のうち緑地の保全区域等の

部分の面積が 2.5ヘクタール以上で

あるものに限る。） 

(14) 条 例 第

２条第２

号セに掲

げる飛行

場及びそ

航空法施行規則 (昭和 27年運輸省令

第 56号 )第 75条第１項に規定する陸

上空港等 (以下「陸上空港等」とい

う。 )若しくは同項に規定する陸上

ヘリポート (１年間の離着陸回数が
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の施設の

建設 

100回を超えるもの又は１か月の離

着陸回数が 10回を超えるものに限

る。以下「陸上ヘリポート」とい

う。 )の新設又は陸上空港等の滑走

路の新設若しくは延長 (滑走路を

375メートル以上延長するものに限

る。 )若しくは陸上ヘリポート滑走

路の新設    
(15) 条 例 第

２条第２

号ソに掲

げる建築

物の建築 

建築基準法（ 昭和 25年法律第 201

号）第２条第１号に規定する建築

物（以下「建築物」という。）の

新築（当該建築物の高さ（用途上

不可分の関係にある２以上の建築

物の新築の場合（以下「２以上の

場合」という。）にあっては，そ

のうちの１の建築物の高さ）が 60

メートル以上であり，かつ，延べ

面積（２以上の場合にあっては，

その延べ面積の合計）が 10万平方

メ ー ト ル 以 上 で あ る も の に 限

る。） 

 

(16) 条 例 第

２条第２

号タに掲

げる陸域

の土砂埋

立て又は

盛土  

神戸市土砂の埋立て等による不適

正な処理の防止に関する条例（令

和２年６月条例第 10号）第２条第

２項に規定する特定事業 (同条例第

８条第２号及び第３号に該当する

ものを除く。 )に該当する陸域の土

砂埋立て又は盛土（ (1)の項から前

項まで，次項及び (18)の項のそれぞ

れ中欄に掲げる要件に該当するも

のを除き，当該土砂埋立て又は盛

土に係る区域の面積のうち自然の

改 変 を 伴 う 部 分 の 面 積 が 20ヘ ク

タール以上であるもの又は緑地の

保全区域等の部分の面積が５ヘク

タール以上であるものに限る。） 

神戸市土砂の埋立て等による不適

正な処理の防止に関する条例第２

条第２項に規定する特定事業 (同条

例第８条第２号及び第３号に該当

するものを除く。 )に該当する陸域

の土砂埋立て又は盛土（ (1)の項か

ら前項まで，次項及び (18)の項のそ

れぞれ右欄に掲げる要件に該当す

るものを除き，当該土砂埋立て又

は盛土に係る区域の面積のうち自

然の改変を伴う部分の面積が５ヘ

クタール以上であるもの又は緑地

の保全区域等の部分の面積が 2.5ヘ

ク タ ー ル 以 上 で あ る も の に 限

る。） 

(17) 鉄 道 等

の改良 

鉄道等の連続立体交差化（鉄道等

と幹線道路（道路法第３条第２号

に規定する一般国道及び同条第３

号に規定する都道府県道並びに都

市計画法により都市計画の決定が

な さ れ た 道 路 を い う 。 以 下 同

じ。）とが２箇所以上において交

差し，かつ，その交差する両端の

幹線道路の中心線と鉄道等の中心

線との交点の間の水平距離が 350

メートル以上である鉄道等の区間

について，鉄道等と道路とを同時

 



 - 17 - 

に３箇所以上において立体交差さ

せ，かつ，２箇所以上の踏切道を

除却することを目的として，施工

基 面 を 沿 線 の 地 表 面 か ら 離 隔 し

て，既設線に相応する鉄道等を建

設することをいう。）に係る改良 

(18) 兵 庫 県

条例第２

条第２号

及び第３

号に規定

する事業

の種類 

環境影響評価に関する条例施行規

則（平成９年兵庫県規則第 68号）

第２条及び第３条に規定する開発

整備事業であって， (1)の項から前

項までのそれぞれ中欄に掲げる要

件のいずれにも該当しないもの 
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様式第１号（第11条関係） 

環境影響評価実施通知書 

 

年 月 日 

神戸市長 宛 

 

都市計画決定権者 

 

 

                    印 

 

神戸市環境影響評価等に関する条例第４章の手続を行うこととしたので，次の

とおり通知します。 

 

対

象

事

業 

名  称 
 

 

種  類 
 

 

規  模 
 

 

位置及び区域 
 

 

 

（連絡先） 

担当部署の名称  

担当者の氏名  

電話番号  

ＦＡＸ  
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様式第２号（第15条関係） 

（表）  

第    号  

身  分  証  明  書  

 

所属  

職名  

氏名  

 

上記の者は，神戸市環境影響評価等に関する条例 (平成

９年 10月条例第 29号 )第 40条の２第２項の規定に基づき，

立入検査をする職員であることを証明します。  

 

    年  月  日  

神戸市長  印  

 

  

 

（裏） 

 

神戸市環境影響評価等に関する条例(抜粋) 

（立入検査等） 

第40条の２ 市長は，この条例の施行に必要な限度において，事業者に対し，必要

な事項について報告若しくは資料の提出を命じ，又は当該職員に事業者の事業所

その他の施設に立ち入らせ，その対象事業の実施の状況に関して質問させ，若し

くは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は，その身分を示す証明書を携帯し，関

係人に提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は，犯罪捜査のために認められたものと解

釈してはならない。 

４ 市長は，第１項の規定により報告若しくは資料の提出を命じ，又は立入検査を

行った場合において，当該事業者がこの条例の規定に違反していると認めるとき

は，その違反を是正するため必要な措置を講ずるように当該事業者に対し，勧告

し，又は指導することができる。 

 

5.5 

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

9.0 センチメートル  

 

写真  


